
    第９次静岡県保健医療計画の策定体制

＜各種専門家会議の実施＞
・6疾病5事業等、各専門分野を協議
 ○県がん対策推進協議会
 ○県循環器病対策推進協議会
 ○県救急・災害医療対策協議会
 ○（仮称）感染症対策連絡協議会
 ○看護職員確保対策連絡協議会 等

医療計画
策定作業
部会

計画案
全体の協議

医療
審議会

計画案全体の
協議、承認

地域包括ケア推進
ネットワーク会議

○認知症施策推進部会
○地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ推進部会
○社会福祉施設等感染症対策推進部会

地域包括ケア推進
ネットワーク会議（８圏域）

<

医
療>

<

福
祉>

<

介
護>

連携

連携

＜委員 11人＞
審議会委員及び専
門委員で構成

＜委員30人＞
医師、⻭科医師、
薬剤師、受療者、
学識経験者で構成圏域計画案への意⾒・調整

分野別計
画案への
意⾒・調整

分野別計画案への意⾒・調整

計画案
への意⾒
・調整

分野別
計画案
への意⾒
・調整

＜各圏域会議の実施＞
・圏域計画、地域医療構想等を協議

 

※【８圏域・区域】賀茂、熱海伊東、駿東田方、富士、
         静岡、志太榛原、中東遠、⻄部
※「駿東田方」区域の調整会議については、「駿東」、
 「三島田方」に分割して設置

地域医療構想調整会議（８区域・９会議）

地域医療協議会（８圏域・８会議）

医療
対策
協議会

地域医療構想
及び

医療従事者確保

医療従事者確保
に関すること

資料１
令和５年６月27日

第１回静岡県救急・災害医療
対策協議会資料

区分 令和
４年度 

令和５年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

県
全
体

 医療審議会 第２回
(3/27)    

 

 
 第１回

【骨子】
（8/30）

     
 第２回

【素案】
（12/22）

   
第３回

【最終】
(3/26)

 保健医療計画
 策定作業部会

第１回
(12/1)

第１回
（5/24)

 第２回
【骨子】
（8/9）

 第３回
【素案】
（12/6）

第４回
【最終】
(3/12)

 医療対策協議会
 ※地域医療構想、医療従  

事者確保を協議

第３回
(3/14) 

 第１回
【骨子】
（7/12）

第２回
【素案】

（11/21）

第３回
【最終】
（2/29）

各
圏
域

 地域医療協議会
第１回

【骨子】
第２回

【素案】
第３回

【最終】 地域医療構想
 調整会議

県救急・災害医療対策協議会
（各専門家会議）

 第１回
【骨子】
（6/27）

 第２回
【素案】

（10/25）

 第３回
【最終】
（2/15）

事
務
局

 本庁関係各課                        

 各保健所                        

策
定
指
針
の
提
示
（
厚
労
省
）

次
期
医
療
計
画
（
骨
子
案
）

次
期
医
療
計
画
（
素
案
）

次
期
医
療
計
画
（
最
終
案
）

2次医療圏・構想区域

基準病床数

在院患者調査

圏域別計画の作成 圏域版（素案）作成

計画（素案）作成

圏域版（最終案）

計画（最終案）作成

パブコメ

関係団体

意見聴取

第９次静岡県保健医療計画の策定スケジュール（案）

・国指針の確認
・医療圏の設定　
・計画記載項目等
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  国が⽰す「救急医療の体制構築に係る指針」への対応

疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制構築に
係る指針（令和５年３⽉３１⽇）

○救急医療の体制構築に係る指針
○災害時における医療体制の構築に係る指針
○新興感染症発⽣・まん延時における医療体制
 の構築に係る指針
○へき地の医療体制構築に係る指針
○周産期医療の体制構築に係る指針
○⼩児医療の体制構築に係る指針

疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制構築
に係る指針（令和２年４⽉１３⽇）

○救急医療の体制構築に係る指針
○災害時における医療体制の構築に係る指針
○へき地の医療体制構築に係る指針
○周産期医療の体制構築に係る指針
○⼩児医療の体制構築に係る指針

第８次静岡県保健医療計画＜中間⾒直し＞
（令和４年３⽉）

○救急医療
○災害時における医療
○へき地の医療
○周産期医療
○⼩児医療（⼩児救急医療を含む）

第９次静岡県保健医療計画＜次期計画＞
（令和６年３⽉）

○救急医療
○災害時における医療
○新興感染症発⽣・まん延時における医療
○へき地の医療
○周産期医療
○⼩児医療（⼩児救急医療を含む）

8次医療計画等に
関する検討会

意⾒のとりまとめ
（令和４年12⽉28⽇）

① 国の指針を勘案
② ①以外の本県の課題、
  施策の方向性
③ その他（時点更新等）

＜有識者会議等で審議＞
・医療審議会
・医療計画策定作業部会
・医療対策協議会
・各分野別協議会
 （救急・災害医療対策協議会など）

資料２－１
令和５年６月27日

第１回静岡県救急・災害医療
対策協議会資料

令和５年度第１回医療政策研修会（令和５年5月開催）の資料を基に加工
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第９次静岡県保健医療計画 骨子案（救急医療）

【（現計画）数値目標に対する進捗状況】

＊心因性でかつ一般市民により心肺機能停止の時点が目撃された症例

【課題】

○救急医療機関の役割

・救急搬送人数は令和２年度は減少したものの、それ以前は増加傾向にあり、中でも 65 歳

以上の高齢者が増加しています。

・急性期を乗り越えた救命救急センターの患者を、自宅への退院や他の病院等への転院、

一般病床への円滑な転床ができる体制が必要です。

・救急搬送人数のうち軽症が 40％を超えており、高次の救急医療機関や救急搬送の過度な

負担が懸念されています。

○居宅・介護施設の高齢者の救急医療

・居宅・介護施設の高齢者が、自らの意思に沿った救急医療を受けられるような環境整備

を進めることが必要です。

○ドクターヘリ・ドクターカー

・本県では、超広域災害である南海トラフ巨大地震を想定されており、災害初動期におい

ては、ドクターヘリによる医療救護活動が重要です。。

・従来の救急車に加え、診療を行う医師の派遣が可能となるドクターカーの運用が進んで

おり、救急医療提供体制の一部として、より効果的に活用することが求められます。

○その他

・令和６年度からの医師の時間外労働規制の導入により、救急医療提供体制に大きな影響

が生じることが懸念されます。

・新興感染症の発生・まん延時には、感染症対応の救急医療が急増し、通常の救急医療の

提供に大きな影響が生じることが懸念されます。

項目 策定時 現状値 目標値 進捗状況

心肺機能停止患者＊の１

か月後の生存率

10.9％

(2016 年)

9.3％

(2021 年)

13.3％以上

(2023 年)

数値が悪化

（新型コロナウイルス感

染症の感染拡大により、

人との接触を避けたい心

理から、一般市民による

AED の使用率が低下した

こと等による）
心肺機能停止患者＊の１

か月後の社会復帰率

7.5％

(2016 年)

5.6％

(2021 年)

8.7％以上

(2023 年)

救命救急センター充実段

階評価がＳ・Ａとなった病

院の割合

－
100％

(2022 年)

100％

(2023 年)
目標達成の見込み

【対策のポイント】

○ 重症度・緊急度に応じた救急医療の提供

○ 適切な病院前救護活動と搬送体制の確立

令和５年６月 27 日
第１回静岡県救急・災
害医療対策協議会資料

資料２－２
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【施策の方向性】

○救急医療機関の役割

・急性期を脱した患者の転床・転院をさらに促進するため、救急患者退院コーディネータ

ー事業等を活用した必要な人材育成の支援を検討します。

・「救急安心センター事業（#7119）」の整備等、適切な医療機関の受診や救急車の要請がで

きる体制の充実・強化を検討します。

○居宅・介護施設の高齢者の救急医療

・救急現場における心肺蘇生を望まない心肺停止患者への対応方針等は、救急医療の関係

者や地域包括ケアの医療・介護関係者、消防関係者等地域の関係者がそれぞれ実施する

会議を合同で開催する等、地域の多様な関係者が協力して取組を進めていきます。

○ドクターヘリ・ドクターカー

・既に連携している中部ブロック８県との大規模災害時におけるドクターヘリの運用強化

を促進するとともに、神奈川・山梨両県との大規模災害時におけるドクターヘリの運用

を進めていきます。

・ドクターカーの運用状況を把握するとともに、国が示すマニュアル等を基に、救急医療

体制の一部に位置づけることの有効性や、より効率的な活用方法を検討します。

○その他

・医師の時間外労働規制への対応に向けて、ふじのくに医療勤務環境改善支援センター等

と連携し、医療機関を支援します。

・新興感染症の発生・まん延時等、救急外来の需要が急増した際にも、通常の救急医療と

両立できるような体制の構築を検討します。

【（次期計画）数値目標項目（案）】

【各種協議会等の開催状況、関係機関からの意見聴取等】

・令和５年６月 27 日

「救急・災害医療対策協議会」にて、骨子案を協議

項目 現状値 目標値 目標設定の考え方

継
続

心肺機能停止患者の１か月後の生存

率

9.3％

(2021 年)

11.1％

(2029 年) 2021 年の全国平均値を

目標に設定（消防庁「救

急救助の現況）心肺機能停止患者の１か月後の社会

復帰率

5.6％

(2021 年)

6.9％

(2029 年)

救命救急センター充実段階評価が

Ｓ・Ａとなった病院の割合

100％

(2022 年)

100％

(2029 年)

全センターに対する

Ｓ・Ａの評価を目標に

設定（厚生労働省調査）
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【救急医療】

第１回救急・災害医療対策協議会

ＮＯ 委員意見 対応方針

1

現計画の数値目標に対する進捗状況について、コ
ロナ禍で人との接触を避けたいという特殊状況により
2021年の現状値が下がっていると思われる。同じコ
ロナ禍である2021年全国平均値を６年後の目標値と
するのは低いと思うがどうか。

【別紙参照】
御意見の通り、特殊状況である2021年全国平均値
を目標値とすることは適正でないと考える。
最新の2021年の静岡県の生存率9.3％、社会復帰
率5.6％は、コロナ前に設定した目標値（2016年全国
平均値）を達成していないため、目標値は変更しな
いこととしたい。
（資料２-４　14ページ参照）

2
国指針「居宅・介護施設の高齢者の救急医療」に関
連して、ＡＣＰやＤＮＡＲという言葉が県民にもう少し
親しまれるように、計画に盛り込んでいただきたい。

国指針のとおり、高齢者が自らの意思に沿った救急
医療を受けられる環境整備は必要であり、ＡＣＰ等に
関する議論は関係者を交えて進めていく。
計画本文「住民の受療行動」に、「ＡＣＰに関する議
論や救急現場における心肺蘇生を望まない心肺停
止患者への対応方針等は、救急医療の関係者や地
域包括ケアの医療・介護関係者、消防関係者等、地
域の関係者がそれぞれ実施する会議を合同で開催
する等、協力して取組を進めていきます。」と記載す
る。
（資料２-4　１６ページ参照）

第９次静岡県保健医療計画策定に係る審議会委員等からの意見対応について

ＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング）：人生の最終段階の医療・ケアについて、本人が家族等や医療・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケアチームと事前に繰り返し話し合うプロセス
ＤＮＡＲ（DoNotAttemptResuscitation）：患者本人または患者の利益にかかわる代理者の意思決定をう
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けて心肺蘇生法をおこなわないこと

資 料 ２ー３
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13.3% 13.5%

13.9%

13.9%

12.2%
11.1%10.9%

11.4%

13.1%

10.5%

8.4%
9.3%
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8%

10%

12%

14%

16%

2016 2017 2018 2019 2020 2021

一般市民が目撃した心肺機能停止傷病者の生存率

心肺機能停止患者の１ヶ月後の生存率（全国）

心肺機能停止患者の１ヶ月後の生存率（静岡）

8.7% 8.7%
9.1%

9.0%

7.5%
6.9%

7.5%
7.1%

9.3%

7.7%

5.8% 5.6%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

2016 2017 2018 2019 2020 2021

一般市民が目撃した心肺機能停止傷病者の社会復帰率

心肺機能停止患者の１ヶ月後の社会復帰率（全国）

心肺機能停止患者の１ヶ月後の社会復帰率（静岡）

（別紙）

第９次静岡県保健医療計画策定に係る数値目標について（救急医療）

１ 一般市民が目撃した心肺機能停止傷病者の生存率（６ヵ年推移）

２ 一般市民が目撃した心肺機能停止傷病者の社会復帰率（６ヵ年推移）

第
１
回
協
議
会
で
提
示
し
た
目
標
案

2016の全国水準

静岡県

全国平均

委
員
意
見
に
対
応
し
た
目
標
修
正
案

静岡県

全国平均 2016の全国水準

第
１
回
協
議
会
で
提
示
し
た
目
標
案

委
員
意
見
に
対
応
し
た
目
標
修
正
案
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救急医療

次期計画素案（下線は変更部分） 変更の考え方

【対策のポイント】

○重症度・緊急度に応じた救急医療の提供

○適切な病院前救護活動と搬送体制の確立

（１）現状と課題

ア 救急医療の現状（救急医療とは）

○救急医療は、休日・夜間の医療機関の診療時間外における医療の確保と重篤

な急病患者等への対応を目的とする医療です。

○救急医療施設を初期、第２次及び第３次に分けてそれぞれの役割を明確にす

ることで、限られた医療資源を効率的に活用し、患者のニーズに合わせた救

急医療体制を運営していきます。

○救急医療が必要な事案が生じた場合、適切な医療機関の受診、又は住民等に

よる速やかな搬送要請等が求められます。

○消防機関による適切な医療機関への搬送により、最適な医療の提供が行われ

ます。

○急性期を脱した患者は、状態に合った医療を受けるため回復期病棟へ転棟し

ます。また、自宅への退院や他の病院等への転院等により、急性期に必要な

医療資源の確保が可能となります。

○救急医療体制の円滑な運営のためには、県民の症状に応じた適切な受療行動

も必要です。

イ 本県の状況

（ア）救急搬送の状況

○本県における救急搬送人数は、令和２年度には減少したものの、それ以前は

年々増加傾向にあり、2011 年には 140,906 人でしたが、2021 年には 143,086

人と 1.5％増加しています。その背景として、救急搬送者のうち軽症者の割

合が 40％を超えるほか、高齢化の進行等が挙げられます。

○その内訳として、救急搬送人数の約 64％を 65 歳以上の高齢者が占めており、

中等症の割合は 50％を超えています。

（イ）救急医療体制

○本県では、主として軽症患者の外来医療を担う初期救急医療から、入院が必

要な重症患者に対応する第２次救急医療、多発外傷等の重篤患者を受け持つ

第３次救急医療、さらには社会復帰までの医療が継続して実施される体制の

計画的かつ体系的な整備を推進しています。

（初期救急医療）

○初期救急医療は、在宅当番医制（22 地区）と休日夜間急患センター（15 施

設）により対応しています。

○歯科にかかる初期救急医療は、在宅当番医制（18 地区）と休日急患センター

（７施設）により対応しています。

（第２次救急医療（入院救急医療））

国指針を 反映し 、「 自宅や

病院への転院等」 を追記

時点更新

国指針を 反映し 、「 高齢化

率及び中等症割合」 を記載

最新値を 反映

資料２－４
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○第２次救急医療は、第２次救急医療圏（12 地区）ごとに病院群輪番制病院に

より、入院を必要とする重症救急患者に対応しています（57 病院が参加）。

○なお、病院群輪番制病院運営事業については、地方自治体の裁量の拡大を目

的に、2005 年度から普通地方交付税として市町に税源移譲され、主体的に休

日・夜間の体制整備に努めています。

○その他、救急医療に必要な体制を備え、救急病院等を定める省令に基づき県

知事が認定する救急告示病院等があります（72 病院・６診療所）

（第３次救急医療（救命救急医療））

○第３次救急医療は、重症及び複数の診療科領域にわたる重篤救急患者の救命

救急医療を 24 時間体制で行う救命救急センターについて、東部２施設、中

部４施設、西部５施設を指定しています。

○広範囲熱傷、指肢切断、急性中毒等の特殊疾病患者に対する高度専門的救命

医療を行う高度救命救急センターとして、2015 年３月に中部１施設（県立総

合病院）、西部１施設（聖隷三方原病院）をそれぞれ指定しています。

○県内の救命救急センターは、自家発電機（備蓄燃料を含む。）及び受水槽（備

蓄飲料水を含む。）を保有しており、災害時においても、高度な救急医療を提

供できる体制を整備しています。

（ドクターヘリ・ドクターカー）

○救急専門医がヘリコプターで現場に急行し救命救急処置を行うことにより、

重症患者の救命率の向上や後遺症の軽減を図っています。本県では、ドクタ

ーヘリを順天堂大学医学部附属静岡病院（伊豆の国市）と聖隷三方原病院（浜

松市北区）で運航し、２機体制で全県をカバーし、特に山間地や半島部の救

急医療体制の強化に大きく貢献しています。また、安全かつ安定的な運航の

ために、各基地病院に格納庫が整備されています。

○静岡市以東においては、神奈川・山梨両県との広域連携により、重複要請時

の対応に備えています。また、中部ブロック８県において、大規模災害時に

おけるドクターヘリの運用に向けた取り組みを行っています。今後、超広域

災害である南海トラフ巨大地震が想定されており、災害初動期においては、

ドクターヘリによる医療救護活動が重要です。

○従来の救急車に加え、診察を行う医師の派遣が可能となるドクターカーの運

用が進んでおり、傷病者の救命率向上を図っています。

（救命期後医療（慢性期医療））

○救命期後医療として、急性期を脱した患者の回復のための医療、在宅医療等

を望む患者への退院支援や、合併症、後遺症のある患者に対して慢性期の医

療を提供しています。

（ウ）病院前救護活動

（メディカルコントロール体制）

○本県における救急業務の一層の高度化の推進と救急救命士の行う処置範囲

の拡大に向けて、救急医療機関、消防機関等で構成する静岡県メディカルコ

ントロール協議会を設置するほか、各地域でも地域メディカルコントロール

協議会（８地域）を設置し、病院前救護体制の強化を図っています。

○救急救命士については、所定の講習・実習を修了することで徐々に業務が拡

国の指針を反映し 、救急医

療の役割の明確化

時点更新

国指針を 反映し 、「 ド ク タ

ーカ ー」 を追記

ド ク タ ーヘリ の格納庫整

備・ 広域連携について記載

県内のド ク タ ーカ ー運用

状況について記載
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大されています。また、令和３年 10 月に改正救急救命士法が施行され、「病

院前」から延長して「救急外来」まで、救急救命士が救急救命処置を実施す

ることが可能となっています。

・心肺停止患者に対する気管内チューブ挿管（2004 年７月）

・心肺停止患者に対する薬剤（エピネフリン）投与（2006 年４月）

・ビデオ硬性挿管用喉頭鏡を用いた気道確保（2011 年８月）

・心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液、ブドウ糖溶液の

投与（2014 年４月）

○メディカルコントロール協議会を中心に講習・実習を実施し、気管挿管、薬

剤投与を実施できる救急救命士を養成しています。

（傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準（実施基準））

○医療機関と消防機関の連携体制を強化し、傷病者の症状等に応じた救急搬送

及び医療機関への受入れが迅速かつ円滑に行われるように、傷病者の疾患の

種別、重症度や緊急度等の分類基準と受入可能な医療機関のリスト、消防機

関が搬送先を選定するための基準等を策定し、受入可能な医療機関のリスト

については毎年度更新を行っています。

（県民への救急蘇生法の普及）

○心停止者に対する一般人の自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の使用が可能であ

ることから、県民向けの救命講習の中でＡＥＤ講習を実施しています。ＡＥ

ＤやＡＥＤマップの普及に伴い、地域住民の病院前救護活動への参加が更に

期待されています。

（広域災害・救急医療情報システム（医療ネットしずおか））

○休日夜間における県民への救急医療情報の提供等を行う広域災害・救急医療

情報システム（医療ネットしずおか）を平成 18 年から運用していましたが、

令和６年度から厚生労働省が運用する「全国統一システム」へ機能を移行し

ます。これにより、都道府県を跨いだ情報検索が可能となり、さらなる利便

性が向上します。

ウ 医療提供体制

（ア）救急搬送

○救急搬送件数が増加傾向にある一方で、救急医療機関の減少や医師不足等の

影響により医療機関の救急医療体制が縮小しており、受入医療機関の選定と

患者搬送が円滑に行われるよう、医療機関と消防機関のより一層の連携体制

強化が必要です。

（イ）救急医療体制

（初期救急医療）

○在宅当番医制と休日夜間急患センターによる初期救急医療の診療時間に空

白がある地域や、在宅当番医制と休日夜間急患センターがない地域がありま

す。これらの地域、時間帯では第２次救急医療機関が初期救急医療体制をカ

バーすることとなり、第２次救急医療機関の負担が増加する要因となってい

ます。

○地域内の医師不足及び高齢化により、当番医の確保が困難になっている地域

最新の法改正を記載

令和６ 年度「 全国統一シス

テム」 移行について記載
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があります。

○歯科については、日曜や休日に受診することが困難な地域があります。

○休日夜間等に院外処方箋が発行される場合は、地域の薬局が調剤を行う体制

が必要です。

（第２次救急医療（入院救急医療））

○救急患者の増加、初期救急医療体制の縮小等により第２次救急医療機関の負

担が増加しています。また、医師不足や病床規模の縮小、一部診療科の休止

等により、輪番制から脱退する医療機関があり、輪番体制の確保が困難にな

りつつある地域があります。

○脳卒中や心血管疾患などの救急患者については、専門的な治療が可能な病院

による受入体制を構築し、対応する必要があります。

（第３次救急医療（救命救急医療））

○第２次救急医療機関の疲弊に伴い、第３次救急医療機関の負担も増加してい

ます。

○妊産婦の救命医療に対応するため、救命救急センターと総合周産期母子医療

センターとの緊密な連携体制を確保する必要があります。

○特殊な疾病患者に対する高度専門的救命医療については、県内での受入が困

難な場合はドクターヘリを活用し県外の医療機関に搬送する場合もあるこ

とから、今後、更に対応可能な医療機関の確保などが必要です。

○急性期を乗り越えた救命救急センターの患者を、自宅への退院や他の病院等

への転院、一般病床への円滑な転床ができる体制が必要です。

（ドクターヘリ・ドクターカー）

○ドクターヘリの効果を最大限に発揮するために、119 番通報から医師の現場

での診察着手までの時間をより一層短縮することが必要です。

○救急医療体制の一部として、ドクターカー等のより効果的な活用が求められ

ます。

（救急医療を担う人材の確保・働き方改革）

○救急医療体制の維持のため、県内での救急医療を担う専門医、認定看護師等

の人材の育成が必要です。

○医師の時間外労働上限規制への対応等に向けて、医療資源の効率的な活用が

より重要になります。

（救急医療機関等と療養の場との間の円滑な移行）

○地域包括ケアシステムの構築に向け、救急医療機関の機能と役割を明確に

し、急性期を脱した患者が回復期を経て在宅等の療養の場に移行できるよ

う、地域のかかりつけ医や介護施設等の関係機関と連携したきめ細かな取組

を行うことができる体制が必要です。

（ウ）病院前救護活動

（メディカルコントロール体制）

○救急搬送件数が年々増加し、救急救命士の担う役割が拡大し、救急救命士に

対する期待が高まる中で、十分な人員を確保していくことが必要です。

（県民への救急蘇生法の普及）

○心肺機能停止患者の１か月後の生存率向上のため、心臓マッサージやＡＥＤ

国「 救急医療体制体系図」

を反映

国指針を 反映し 、「 自宅退

院や病院への転院・ 転床」

について追記

国指針を 反映し 、「 ド ク タ

ーカ ーの活用」 を 記載

医師の時間外労働上限規

制への対応等について 記

載
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等、バイスタンダーによる心肺蘇生法の実施を普及していくことが必要で

す。

（エ）住民の受療行動

○自己都合による軽症患者の安易な時間外受診（いわゆる「コンビニ受診」）や

救急自動車の「タクシー代わり」利用が、救急医療機関の大きな負担となっ

ています。

○救急搬送人数のうち軽症が 40％を超えており、安易な救急自動車の利用によ

る救急医療機関や救急搬送の過度な負担が懸念されます。

○居宅・介護施設の高齢者が、自らの意思に沿った救急医療を受けられるよう

な環境整備を進めることが必要です。

（オ）新興感染症の発生・まん延時における救急医療

○新興感染症の発生・まん延時には、感染症対応の救急医療が急増し、通常の

救急医療の提供に大きな影響が生じることが懸念されます。

軽症率と 救急搬送への影

響について記載

国指針を 反映し 、高齢者の

救急医療環境整備につい

て記載

国指針を 反映し 、新興感染

症ま ん延時の救急医療を

追記
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（２）今後の対策

ア 数値目標

＊心因性でかつ一般市民により 心肺機能停止の時点が目撃さ れた症例

イ 施策の方向性

（ア）救急搬送

○2011 年４月より傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準が施行されて

います。この実施状況を各地域のメディカルコントロール協議会により毎年

検証し、必要に応じて基準の改定を行う等により、受入医療機関と消防機関

との円滑な連携体制の推進を図ります。

○救急搬送件数の増加の原因として、安易な救急自動車の利用も見られること

から、「救急の日」「救急医療週間」等を通じて、救急自動車の適正利用につ

いて市町と連携して住民に周知し、消防機関の負担軽減を図ります。

（イ）救急医療体制

○重症度・緊急度に応じた医療の提供や、救急医療機関等から回復期を経て療

養の場へ円滑な移行が可能な体制の計画的かつ体系的な整備を進めていき

ます。

（初期救急医療）

○市町が保健所、地域の医師会との連携により、在宅当番医制から急患センタ

ー方式への転換や、急患センターの既存施設の建替えや機能拡充を図り、診

療時間の空白の解消や、持続可能な体制確保に向けた取組を進めます。

○歯科については、地域の実情に応じて、市町や地域の歯科医師会による取組

を進めます。

○休日夜間等に院外処方箋が発行される場合は、地域連携薬局を中心とした地

域の薬局が調剤を行う体制整備を図ります。

（第２次救急医療（入院救急医療））

○市町が地域の関係機関の協力を得て、体制の確保、充実に努めます。必要な

施設、設備については市町と連携して整備、拡充を図ります。

○増加が見込まれる高齢者患者対応をはじめ、輪番制の構築による地域内にお

ける病院間の役割分担の明確化やＩＣＴ等による連携の強化を図るなど、地

域の実情に応じ、第２次救急医療体制の継続的確保に向けた取組を進めま

す。

○脳卒中や心血管疾患などの救急患者については、傷病者の搬送及び受入れの

実施に関する基準により、専門的な治療が可能な医療機関への搬送体制を充

実させます。

目標値を コ ロ ナ前の 2016

年全国平均値据え 置き と

する （ 審議会委員意見よ

り ）

国指針を 反映し 、市町の役

割を 明記

薬事課より 修正

国指針を 反映し 、「 高齢者

患者対応」 を 記載

項目 現状値 目標値 目標値の考え方 出典

心肺機能停止患者＊の
１か月後の生存率

9.3％
(2021 年)

13.3％以上
（2029 年）

コロナ前の 2016

年の全国平均値

を目標に設定

消防庁「救

急・救助の

現況」心肺機能停止患者＊の
１か月後の社会復帰率

5.6％

(2021 年)

8.7％以上
（2029 年）
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（第３次救急医療（救命救急医療））

○重篤救急医療患者の医療を行う救命救急センターに必要な施設、設備の整備

拡充を図ります。

○救急患者の発生・搬送状況や、総合周産期母子医療センターとの連携、ドク

ターヘリ・ドクターカーの効率的な運用、救命救急センターのない地域への

カバーの実態等を考慮し、地域の状況を勘案しつつ新たな救命救急センター

の整備を検討します。

○各救命救急センターにおいて、急性期を乗り越えた患者の転床・転院をさら

に促進するため、救急患者退院コーディネーター事業等を活用した必要な人

材育成の支援を検討します。特に高齢患者が受診後に安心して生活できるよ

う、生活上の留意点に関する指導を行い、必要な支援へつなぐ体制を構築し

ます。

（ドクターヘリ・ドクターカー）

○搬送事案の事後検証などにより救急隊員等の資質向上を図り、適切なドクタ

ーヘリ要請により、119 番通報から救急現場での診療着手までの時間のより

一層の短縮を図ります。

○ドクターヘリの安全かつ安定的な運行の支援や、神奈川・山梨両県との大規

模災害時におけるドクターヘリの運用を進めていきます。

○ドクターカーの運用状況を把握するとともに、国が示すマニュアル等を基

に、救急医療体制の一部に位置づけることの有効性や、より効率的な活用方

法を検討します。

（救急医療を担う人材の確保・働き方改革）

○浜松医科大学を始めとする各機関で医療従事者の育成を行うほか、各救命救

急センターが、救急医療に関する臨床教育の場として医師等を育成します。

○「ふじのくに地域医療支援センター」において提供する「静岡県専門医研修

ネットワークプログラム」を始め、各種の人材育成支援事業により、県内で

の救急医療を担う人材の育成を図ります。

○高度化、多様化する看護業務に対応するため、認定看護師等の育成に関して、

関係機関等における体系的な研修の実施及び参加を促進します。

○医師の時間外労働上限規制への対応に向けて、ふじのくに医療勤務環境改善

支援センター等と連携し、医療機関を支援します。

（救急医療機関等と療養の場との間の円滑な移行）

○地域包括ケアシステムの構築のため、救急医療機関、回復期を担う医療機関、

かかりつけ医や介護施設等の関係機関がより密接に連携・協議する体制を、

メディカルコントロール協議会等を活用して構築し、より地域で連携した取

組を進めます。

（ウ）病院前救護活動

（メディカルコントロール体制）

○救急救命士を対象とする講習・実習を継続的に実施し、救急救命士の資質の

向上を図ります。

（県民への救急蘇生法の普及）

○県民向けの救命講習を継続的に開催し、心臓マッサージやＡＥＤの使用等を

国「 救急医療体制体系図」

を反映

国指針に対応し 、「 ド ク タ

ーカ ー」 を追記

国指針に対応し 、「 転床・ 転

院の促進」 に対応するため

の支援等について記載

国指針に対応し 、「 ド ク タ

ーカ ー」 を追記

大規模災害時のド ク タ ー

ヘリ 運用について記載

国指針に対応し 、「 ド ク タ

ーカ ー活用」 について記載

医師の時間外労働上限規

制への対応について記載
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含め、心肺蘇生法の普及を図るとともに、早期通報の重要性について啓発を

強化します。

（エ）住民の受療行動

○救急医療及び救急業務に対する国民の正しい理解と認識を深めるために設

けられた「救急の日」及び「救急医療週間」での救急医療を取り巻く環境に

ついての啓発活動により、地域住民に救急医療への理解と適切な受療行動を

促します。

○「救急安心センター事業（#7119）」の整備等、適切な医療機関の受診や救急

車の要請ができる体制の充実・強化を検討します。

○ＡＣＰに関する議論や救急現場における心肺蘇生を望まない心肺停止患者

への対応方針等は、救急医療の関係者や地域包括ケアの医療・介護関係者、

消防関係者等、地域の関係者がそれぞれ実施する会議を合同で開催する等、

協力して取組を進めていきます。

（オ）新興感染症の発生・まん延時における救急医療

○救急外来の需要が急増した際にも、通常の救急医療と両立できるような体制

の構築を検討します。

国指針を 反映し 、「 救急安

心センタ ー事業」 を明記

国指針及び審議会委員意

見を 反映し 、「 人生の最終

段階における受療行動」 に

ついて記載

国指針を 反映し 、新興感染

症ま ん延時の救急医療を

記載
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（３）「救急医療」に求められる医療機能

国指針を 反映し 、「 高齢者

救急」 や「 ド ク タ ーカ ー」

について追記

（４）「救急医療」の医療体制図

国「 救急医療体制体系図」

を反映

17



焼津市

藤枝市

島田市

吉田町

静岡市静岡地区

静岡市清水地区

富士市

富士宮市

沼津市

清
水
町

長泉町

裾野市

御殿場市

小山町

三島市

函南町
熱
海
市

伊東市

伊豆市

西伊豆町
河津町

東伊豆町

松崎町

下田市

南伊豆町

川根本町

牧之原市
菊川市

掛川市

森町

浜松市

袋井市

磐田市

浜松市

湖西市

◎

静岡済生会総合病院

◎

静岡赤十字病院

順天堂大学静岡病院

◎

浜松医療センター

◎   救命救急センター （11箇所）

○　休日夜間急患センター （15箇所）

    

※ 令和３年４ 月１日現在

◎

総合病院聖隷三方原病院

◎

沼津市

御前崎市

伊豆の 国市

◎

◎
◎

総合病院聖隷浜松病院

賀茂

59 千人

４

伊東

64千人

１

熱海

35千人

３

駿豆

531千人

10

御殿場

104千人

５

富士

37 0千人

５

静岡

457千人

５

清水

228千人

４

志太榛原

449千人

５

中東遠

46 1千人

５

西遠

818千人

７

北遠

26千人

２

◎

静岡 県立総合病院

地域名

人口

二次救急医療機関数

◎

中東遠総合医療センター

藤枝市立総合病院

◎

１

伊東市 立夜間
救急医 療センター

三島市 医師会

メデ ィカル センター

沼津夜 間救急
医療セン ター

御殿場市

御殿場 市救急

医療セン ター

沼津 市立病院

富士市 救急医 療
セン ター

富士宮 市救急

医療セン ター

静岡市 急病
セン ター

志太榛 原地域
救急医 療センター

島田市 休日急 患

診療所

袋井休 日急患
診療所

浜松市 夜間

救急室

磐田市
急患セン ター

浜松市 天竜休 日

救急診 療室

磐田市立総合病院

小笠掛 川急患

診療所

伊豆保 健医療
セン ター夜 間
急患室

（５）関連図表

○第２次医療圏

○救急医療体制
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○在宅当番医制（初期）参加状況（診療所：２次保健医療圏別）

○入院を要する救急医療体制（二次）機関数（病院：医療圏別）

○救命救急センター（三次）設置数（医療圏別）

○主たる診療科名を「救急科」としている医師の数

2008年 2011年 2014年 2017年 2020年

賀茂 22 17 12 7 6

熱海伊東 19 12 10 14 10

駿東田方 137 132 139 112 119

富士 33 31 33 36 35

静岡 248 244 229 179 203

志太榛原 131 108 123 111 101

中東遠 137 96 37 31 25

西部 374 287 337 322 324

県計 1,101 927 920 812 823

（出典：厚生労働省　医療施設調査（静態））

2008年 2011年 2014年 2017年 2020年 2023年

賀茂 2 3 4 4 4 4

熱海伊東 3 5 4 4 4 4

駿東田方 15 16 16 15 15 16

富士 4 6 6 6 5 5

静岡 8 9 10 9 9 9

志太榛原 4 5 4 4 5 5

中東遠 6 6 6 5 5 5

西部 8 7 9 9 9 9

県計 50 57 59 56 56 57

（出典：厚生労働省　医療施設調査（静態）、県地域医療課調べ）

2008年 2011年 2014年 2017年 2020年 2023年

賀茂 - - - - - -

熱海伊東 - - - - - -

駿東田方 2 2 2 2 2 2

富士 - - - - - -

静岡 2 2 3 3 3 3

志太榛原 - - - 1 1 1

中東遠 - 1 1 2 2 2

西部 2 3 3 3 3 3

県計 6 8 9 11 11 11

（出典：厚生労働省　医療施設調査（静態）、県地域医療課調べ）

（単位：人）

2008年 2010年 2012年 2014年 2016年 2018年 2020年

賀茂 - - - - - - -

熱海伊東 - - - - 1 1 2

駿東田方 3 3 11 9 8 10 13

富士 - - - - - - -

静岡 8 8 11 13 17 19 17

志太榛原 1 1 3 2 5 4 10

中東遠 1 2 2 6 7 5 5

西部 17 17 20 19 26 26 31

県計 30 31 47 49 64 65 78

（出典：厚生労働省　医師・歯科医師・薬剤師統計）

時点更新
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○認定看護師数

○県内２次保健医療圏域別高齢化率の推移（65 歳以上人口の占める割合）

○傷病程度別搬送人員及び構成比の推移

○年齢区分別搬送人員及び構成比の推移

○救急救命士の業務拡大に係る認定者数の推移

（単位：人）

2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年

県内認定看護師(救急看護) 25 30 32 32 36 31 28

県内認定看護師(全認定) 450 482 511 538 560 593 609

全認定看護師数(全国) 17,472 18,768 19,894 21,049 21,847 22,577 23,260

（出典：日本看護協会ホームページ）

（単位：％）

2002年 2007年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年

賀茂 28.5% 33.2% 41.7% 42.9% 43.9% 44.7% 45.6% 50.2% 46.7% 47.2%

熱海伊東 26.2% 31.5% 41.1% 42.1% 42.9% 43.6% 44.3% 49.1% 44.9% 45.1%

駿東田方 17.7% 21.1% 27.2% 28.0% 28.6% 29.1% 29.6% 34.1% 30.7% 30.6%

富士 16.7% 20.2% 26.1% 26.9% 27.5% 28.0% 28.4% 32.9% 29.2% 29.5%

静岡 19.1% 22.8% 28.4% 29.1% 29.6% 30.0% 30.3% 34.4% 30.5% 30.7%

志太榛原 19.5% 22.7% 28.2% 28.9% 29.5% 30.0% 30.3% 34.9% 30.9% 31.2%

中東遠 18.5% 20.2% 25.3% 26.0% 26.6% 27.1% 27.5% 32.2% 28.3% 28.5%

西部 18.3% 20.9% 26.0% 26.6% 27.2% 27.6% 27.8% 32.3% 28.3% 28.5%

県計 18.8% 21.9% 27.6% 28.3% 28.9% 29.3% 29.7% 34.2% 30.3% 30.5%

（出典：静岡県年齢別推計人口）
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○指標による現状把握

※2021 年 10 月 1 日現在の推計人口（総務省）に基づき各指標の実数から算出

現状を 把握すべき 指標の

追加（ ロ ジ ッ ク モ デル関

係） 及び時点更新

指標 実績
出典

指標の項目 時点 静岡県 全国

メディカルコントロール協

議会開催数
2022 ３回 － 県実施

日本救急医学会指導医数

（人口 10 万対）※
2023.1 0.2 0.7

日本救急医学会

ホームページ

日本救急医学会専門医数

（人口 10 万対）※
2023.1 2.9 4.6

日本救急医学会

ホームページ

認定看護師（救急看護）数

（人口 10 万対）※
2022.12 0.8 0.9

日本看護協会

ホームページ

ドクターヘリ運航調整委員

会開催数
2022 10 回 － 各基地病院報告

救急救命士が同乗している

救急自動車の割合
2022.4 96.4 93.2

消防庁

「救急･救助の現

状」

住民の救急蘇生法講習の受

講者数（人口 1 万対）※
2021 21 37

消防庁

「救急･救助の現

状」

ＡＥＤの公共施設における

設置台数（人口 10万対）※
2023.1 186.7 176.6

日本救急医療財団

ホームページ

特定集中治療室を有する病

院数（人口 100 万対）※
2020 4.4 5.4

厚生労働省

「医療施設調査」

心肺機能停止患者の1か月後

の予後（生存率）
2021 9.3 11.1

消防庁

「救急･救助の現

状」

心肺機能停止患者の1か月後

の予後（社会復帰率）
2021 5.6 6.9

消防庁

「救急･救助の現

状」

救命救急センター充実段階

評価がＳ・Ａとなった病院の

割合

2022 100％ － 厚生労働省調査

救急要請（覚知）から救急医療

機関への搬送までに要した平

均時間

2021 41.6 42.8

消防庁

「救急・救助の現

状」
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資料２－５

ロジックモデル（救急医療）

<個別施策＞ <中間アウトカム＞ <分野アウトカム＞

１：救急搬送体制の整備

現状
データ

メディカルコントロール協議会開
催数

１：救命できる救急患者の救
命・社会復帰

数値
目標

心肺機能停止患者の１か月後の
生存率

数値
目標

心肺機能停止患者の１か月後の
社会復帰率

１：重症度・緊急度に応じた救
急医療の提供 

現状
データ

救命救急センター充実段階評価
がS・Ａとなった病院の割合 

現状
データ

第２次救急医療機関数

現状
データ

救命救急センター設置数

２：適切な病院前救護活動と
搬送体制の確立 

現状
データ

数救急要請（覚知）から救急医療
機関への搬送までに要した平均
時間

現状
データ

ドクターヘリ運航調整委員会
開催数

２：救急医療体制の整備

現状
データ

日本救急医学会指導医数

現状
データ

日本救急医学会専門医数

３：病院前救護活動の充実

４：県民の適切な受療行動

現状
データ

住民の救急蘇生法講習の受講
者数

現状
データ

AEDの公共施設における設置台
数

現状
データ

認定看護師数

現状
データ

救命救急士の業務拡大に係る認
定者
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国が示す「災害時における医療体制の構築に係る指針」への対応 
令和５年度第１回医療政策研修会（令和５年5月開催）の資料を基に加工

資料３－１
令和５年６月27日

第１回静岡県救急・災
害医療対策協議会資料

①医療法の改正により、災害時の医療に加え、感染症発生・まん延時に
 都道府県知事の求めに応じて派遣される人材を国が養成・登録する仕組みが
 位置づけられた旨を記載
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第９次静岡県保健医療計画 骨子案（災害時における医療）

【（現計画）数値目標に対する進捗状況】

【課題】

○多職種連携

・災害時には、保健・医療・福祉の連携が重要であることから、保健医療福祉調整本部

など、総合調整を行う体制の強化が重要です。

・２次保健医療圏単位等で医療資源の需給調整等を行うコーディネート体制を整備する

ため、災害医療コーディネーターを中心とした関係機関との連携強化が必要です。

○災害時に拠点となる病院等の体制強化

・被災後、早急に診療機能を回復できるように、実効性の高い業務継続計画（ＢＣＰ）

の整備と被災した状況を想定した研修・訓練を実施し、平時からの備えを行っている

ことが必要です。

○止水対策を含む浸水対策

・昨今、激甚化、頻発化する風水害に備え、浸水リスクの高い地域等においては、被災

を軽減する取組が必要です。

○その他

・災害時に医療救護等を行う人材（ＤＭＡＴ、ＤＰＡＴ等）の確保・育成が必要です。

・関係団体の協力のもと、医療コンテナの活用などの新たな取組の実証実験を含め、実

効性のある医療救護訓練の実施が重要です。

項目 策定時 現状値 目標値 進捗状況

業務継続計画を策定してい
る災害拠点病院及び救護病
院の割合（対象：87 施設）

20 施設
（22.2％）

( 2016 年 4 月)

56 病院
（65.9％）

（2023 年３月）

100%
（2023 年度）

数値は改善したが達
成は困難

業務継続計画に基づき、被
災した状況を想定した研修
及び訓練を実施している災
害拠点病院及び救護病院の
割合（対象：87 施設）

研修 7 病院
(7.8%)

訓練 14 病院
(15.6%)

(2016 年 4 月)

研修 35 病院
(41.2%)

訓練 35 病院
(41.2%)

(2023 年 3 月)

100%
（2023 年度）

数値は改善したが達
成は困難

２次保健医療圏単位等で災
害医療コーディネート機能の
確認を行う訓練実施回数

年１回
(2016 年度)

年１回
（2021 年度）

年２回以上
(毎年度)

数値の改善が見られ
ない
※新型コロナ拡大により、

実施が１回となったため

静岡ＤＭＡＴ関連研修の実
施回数

年２回
(2019 年度)

年３回
（2022 年度）

年３回
（毎年度）

目標以上

静岡ＤＰＡＴ研修の実施回数
年１回

(2021 年度)
第１回

（2022 年度）
年１回

（毎年度）
目標以上

【対策のポイント】

○ 災害超急性期（発災後 48 時間以内）において必要な医療が確保される体制

○ 災害急性期（３日～１週間）において円滑に医療資源の需給調整等を行う

コーディネート体制

○ 超急性期を脱した後も住民の健康が確保される体制

資料３－２

令和５年６月 27 日
第１回静岡県救急・災
害医療対策協議会資料
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【施策の方向性】

○多職種連携

・災害時に保健医療福祉調整本部を設置し、医療救護施設等の保健医療福祉ニーズを把

握・分析した上で保健医療活動チームを配置調整する体制を整備します

・救護活動をになうＤＭＡＴ等の医療チーム、ＤＷＡＴ等の福祉チーム、医療資源需給

調整を行う災害医療コーディネーター、医薬品等や薬剤師の確保・調整を行う災害薬

事コーディネーター等の関係機関との連携体制の強化を推進します。

○災害時に拠点となる病院等の体制強化

・平常時から、業務継続計画（ＢＣＰ）策定研修等を通じて、病院における実効性の高

い業務継続計画（ＢＣＰ）の整備を働きかけます。

○止水対策を含む浸水対策

・浸水想定区域又は津波災害警戒区域に所在する医療施設については、風水害が生じた

際の被災を軽減するため、止水板等の設置による止水対策や自家発電機等の高所移設、

排水ポンプ設置等による浸水対策を促進します。

○その他

・災害時に医療救護等を行う人材（ＤＭＡＴ、ＤＰＡＴ等）確保・育成に向けた研修会

等を実施するとともに、県ＤＭＡＴ調整本部や DPAT 調整本部の機能強化を進めます。

・医療コンテナの活用など、災害時の医療提供体制を維持するための取組について、国

等の動向を注視し、導入に向けた検討を進めます。

【（次期計画）数値目標項目（案）】

【各種協議会等の開催状況、関係機関からの意見聴取等】

・令和５年６月 27 日（火）

「救急・災害医療対策協議会」（令和５年度第 1回）にて、骨子案を協議

項目 現状値 目標値 目標設定の考え方

継

続

業務継続計画を策定している災害
拠点病院及び救護病院の割合

65.9％（56 病院）
（2023 年３月）

100%
（2029 年度）

被災後、早急に診療機能を
回復できるよう、業務継続計
画を整備

業務継続計画に基づき、被災した
状況を想定した研修及び訓練を実
施している災害拠点病院及び救
護病院の割合

研修 41.2%(35 病院)
訓練 41.2%(35 病院)

(2023 年 3 月)

100%
（2029 年度）

整備された業務継続計画に
基づき、被災した状況を想
定した研修及び訓練を実施

２次保健医療圏単位等で災害医
療コーディネート機能の確認を行う
訓練実施回数

年１回
（2021 年度）

年２回以上
(毎年度)

全県一斉訓練のほか、各２
次保健医療圏単位での訓
練実施回数の合計値

静岡ＤＭＡＴ関連研修の実施回数
年３回

（2022 年度）
年３回

（毎年度）
静岡ＤＭＡＴ隊員の養成及
び技能維持向上を図る

静岡ＤＰＡＴ研修の実施回数
第１回

（2022 年度）
年１回

（毎年度）
静岡ＤＰＡＴ隊員の養成及
び技能維持向上を図る
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【災害時における医療】

第２回 医療計画策定作業部会（令和５年８月９日）

ＮＯ 委員意見 対応方針

1

長期の避難生活になってくると、口腔管理が重要に
なっており、JDATを組織して対応している。口腔ケ
アについても留意して素案を作成していただきた
い。

災害医療については、超急性期を脱した後の被災
者の健康管理も重要だと認識している。
口腔ケアについては、「災害時の健康管理」の中で
記載していることろであり、今後も、避難所等におけ
る健康支援の重要な項目として取組を進めて行く。
併せて、計画本文の「歯科医師との連携体制整備」
に、「歯科医師（ＪＤＡＴなど）」を追記し、具体的な派
遣チーム名を明示する。
（資料３-４　38ページ参照）

第１回 医療計画策定作業部会（令和５年５月24日）

ＮＯ 委員意見 対応方針

2

数値目標「BCPを策定した災害拠点病院及び救護
病院の割合」の現状値が低いため、策定への積極
的支援をしてもらいたい。

県では毎年度、未策定病院の策定状況を把握して
おり、令和5年度中には約85％、令和７年度中には
ほぼ全ての救護病院でもＢＣＰの策定を完了する予
定であるが、できるだけ前倒しで目標が達成できるよ
う、県主催のＢＣＰ策定研修会等への参加を促すな
どの取組を進めていく。

第９次静岡県保健医療計画策定に係る審議会委員等からの意見対応について

ＪＤＡＴ(（Japan Dental Alliance Team：日本災害歯科支援チーム）)：
災害発生時の緊急災害歯科医療や、避難所等における口腔衛生を中心とした公衆衛生活動を通じて被
災者の健康を守り、地域歯科医療の復旧を支援する。

資 料 ３ー３
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災害時における医療

次期計画素案（下線は変更部分） 変更の考え方

【対策のポイント】

○災害超急性期（発災後 48 時間以内）において必要な医療が確保される体制

○災害急性期（３日～１週間）において円滑に医療資源の需給調整等を行うコー

ディネート体制

○超急性期を脱した後も住民の健康が確保される体制

（１）現状と課題

ア 災害の現状

○災害には、地震、風水害といった自然災害から、テロ、鉄道・航空機事故と

いった人為災害及び原子力災害等に至るまで様々な種類があります。また、

同じ種類の災害であっても、発生場所、発生時刻や時期等によって被災・被

害の程度は大きく異なります。

○2011 年３月に発生した「東北地方太平洋沖地震」は、それまでの想定を大幅

に上回る巨大な津波などにより、東日本の太平洋岸の広範な地域に甚大な被

害をもたらし、岩手・宮城・福島の東北３県の沿岸部を中心に約２万人の尊

い命を奪う大災害「東日本大震災」となりました。

○また、2014 年９月の御嶽山噴火、2016 年４月の熊本地震、2018 年９月の北

海道胆振東部地震が発生し、甚大な被害をもたらしました。

○近年は、ゲリラ豪雨や竜巻等の突発的発生の増加や、台風の強大化等により、

風水害が増加する傾向にあります。2021 年７月に熱海市で発生した土石流

災害では、多くの人的・物的被害をもたらしました。

○爆発物・ＮＢＣ（Ｎ：核物質、Ｂ：生物剤、Ｃ：化学剤）物質を使ったテロ

など特別な対応を求められるものもあります。

○鉄道、海上及び航空交通等の各分野において、大量・高速輸送システムが発

展し、ひとたび事故が発生した場合には、重大な事故になる恐れが指摘され

ています。

イ 本県の状況

○本県では、2013 年６月に発表された静岡県第４次地震被害想定で、駿河トラ

フ・南海トラフ沿いと相模トラフ沿いのそれぞれで発生する二つのレベルの

地震・津波を想定対象としています。

○静岡県第４次地震被害想定（第一次報告 2013 年６月公表）では、南海トラ

フ巨大地震により、最悪の場合、死者 105,000 人、重傷者（１か月以上の治

療を要する負傷者）38,000 人の被害が予想されました。その後、「静岡県地

震・津波対策アクションプログラム 2013」等に推進により、死者数の約８割

減の減災効果が見込まれています。

○近年の大規模災害では、高齢者や障害者などの災害時に支援等の配慮を要す

る方が多数犠牲となっており、災害時における要配慮者への支援が必要で

す。

○福島第一原子力発電所の事故による原子力災害を踏まえ、万一、浜岡原子力

発電所で同様の事故が発生した場合の備えが求められています。

「４次地震被害想定」策定
後の減災効果を記載

国指針を反映し、「要配慮
者への支援」を記載

資料３－４
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ウ 医療提供体制

○２次保健医療圏ごとに、災害拠点病院、救護病院、救護所等の体制を整備し、

関係機関の協力の下、医療救護体制を整備し、充実を図っています。

（ア）医療救護施設

○県及び市町は医療救護計画に基づき、災害時医療救護施設として、県が災害

拠点病院、災害拠点精神科病院を、市町が救護病院、救護所等を指定してい

ます。

○医療救護施設は、災害拠点病院・救護病院において重症患者及び中等症患者

の受入れ、処置、広域医療搬送への対応等を、また、救護所において、軽症

患者の処置を行うこととし、役割分担に応じて相互に補完しながら医療救護

活動に当たります。

○災害拠点精神科病院は、精神疾患を有する患者の受入れ、精神症状の安定化、

広域搬送のための一時的避難所としての機能等、精神科医療の対応に当たり

ます。

○圏域別に災害時透析拠点施設 5 をおき透析患者の受け入れに当たるなど、医

療的配慮が必要な県民への対応に当たります。

○なお、災害拠点病院が圏域内にない保健医療圏では、隣接圏域の災害拠点病

院との連携により対応しています。

○より多くの災害時医療拠点の確保と、関係機関相互の密接な連携を図る必要

があります。

○災害拠点病院、災害拠点精神科病院、救護病院における施設・設備面での整

備、院内の医療救護体制の整備を推進していく必要があります。

○昨今、激甚化、頻発化する風水害に備え、浸水リスクの高い地域等において

は、被災を軽減する取組が必要です。

○入院患者等の安全確保や災害発生後の医療救護活動の実施のため、救護病院

の耐震化を更に進める必要があります。

○病院において、被災後、早急に診療機能を回復できるように、実効性の高い

業務継続計画（ＢＣＰ）の整備と、整備された業務継続計画（ＢＣＰ）に基

づき被災した状況を想定した研修・訓練を実施し、平時からの備えを行って

いることが必要です。

○救護所を迅速に設置し、適切に医療救護活動を実施するため、救護所で活動

する医療従事者等の人材確保や、医薬品等の確保を万全にする必要がありま

す。

○ＮＢＣ（Ｎ：核物質、Ｂ：生物剤、Ｃ：化学剤）を使ったテロ・災害には、

特別な対応が求められることから、救命救急センター等の医療機関における

医療従事者への知識の普及や装備の充実を進めていくことが重要です。

（イ）災害時の情報把握

○東日本大震災においては、一般電話等の通信手段がほとんど失われ、医療施

設の被害状況等の把握が非常に困難な状況となりました。

○本県においては、災害拠点病院をはじめ、災害拠点精神科病院、救護病院、

医師会、歯科医師会、薬剤師会等に、東日本大震災において貴重な通信手段

となった衛星電話が配備されています。

国指針では、「浸水対策」を
改訂ポイントにあげてお
り、本県においても、令和
４年台風 15 号を念頭に記
載

国指針を反映し、「実効性
の高い」を追記
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○災害時の迅速な医療活動が可能となるように、また、医療施設の被害状況等

の情報を関係機関が収集、共有できるように、「広域災害・救急医療情報シス

テム（ＥＭＩＳ）」に県内全ての病院を登録しています。

○2013 年 11 月に「ふじのくに防災情報共有システム（ＦＵＪＩＳＡＮ）」に災

害医療関係機能を追加し、従来から運用していた救護所開設情報や救護班要

請機能のほか、「広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）」との連携機

能や、人工透析機関状況、感染症指定医療機関及び結核病床を有する医療機

関状況等を登録、閲覧できる機能を加え、定期的に情報伝達訓練を実施して

います。

○「広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）」の適切な利用を推進し、信

頼に足りる生きた情報として、情報提供、情報収集、情報共有が可能になる

よう、関係機関において複数の操作担当者を確保する等の対応が必要です。

○一般電話回線が復旧するまでの間、情報通信体制を確保するためには、医療

救護施設や関係機関の更なる衛星電話の整備促進が必要です。

○「広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）」はインターネット上のシス

テムであるため、システムを使用する関係機関は、衛星回線インターネット

環境の整備が必要です。

○災害時には複数の通信手段を確保しておくことが重要であり、防災行政無

線、衛星電話のほか、ＭＣＡ無線 8 や日赤無線、アマチュア無線等も積極的

に活用する必要があります。

（ウ）広域医療搬送

○南海トラフ巨大地震などの大規模災害が発生した場合、県内の医療機関では

対応できない事態も想定されることから、国、他都道府県と連携して広域医

療搬送を実施します。

○クラッシュ症候群等 9の広域医療搬送基準に適合した重症患者を、自衛隊機

等を活用し、被災地外の空港等を経由して迅速に災害拠点病院等に搬送し、

治療を行います。

○東日本大震災において、初めて実際の広域医療搬送が行われたことを契機

に、全国で広域医療搬送に対する取組が本格化しており、ＳＣＵ10 における

ＤＭＡＴ11 活動等の全国標準化が進められています。

○静岡県外から参集するドクターヘリは、航空搬送拠点や、ドクターヘリ基地

病院（順天堂大学医学部附属静岡病院、聖隷三方原病院）等を拠点として地

域医療搬送を行います。

○広域医療搬送については、国、県、市町、医療機関などの連携の下、訓練に

より更に習熟度を高めていく必要があります。

○医療機関側が広域医療搬送トリアージや医療搬送カルテの作成など、適切な

対応ができるよう、医療従事者への知識の啓発、普及が必要です。

○特に、地域医療搬送については、全国各地から参集したドクターヘリが航空

搬送を担うことが想定されるため、「大規模災害時におけるドクターヘリの

運用体制構築に関わる指針について」（2016 年 12 月５日付け医政地発 1205

第１号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知）を基に作成された災害時の

ドクターヘリの運用指針等に則り、ドクターヘリの要請手順や自地域におけ
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る参集拠点に関しても訓練等を通して確認を行うことが必要です。本県で

は、2020 年３月に、中部ブロック県及びブロック内ドクターヘリ基地病院と

の間に「大規模災害時におけるドクターヘリ広域連携に関する基本協定」を

締結し、災害時におけるドクターヘリの迅速かつ効率的な運用に向けた取組

を行っています。

（エ）広域受援

○保健医療活動チームの受入調整、保健医療福祉活動に関する情報連携、保健

医療福祉活動に係る情報の整理及び分析等の保健医療福祉活動の総合調整

を行う体制の整備が必要です。

（災害超急性期（発災～２日））

○災害超急性期においては、ＤＭＡＴ等による支援が中心になります。

○南海トラフ巨大地震等の大規模災害発生時には、県からの要請に基づき、非

被災都道府県のＤＭＡＴ等が派遣され、ＳＣＵや災害拠点病院等の活動に従

事します。

○災害超急性期において県内に参集するＤＭＡＴ等を円滑に受入れ、ＳＣＵや

災害拠点病院等において、適切に活動できるよう、配置調整等を行う体制の

充実が必要です。

○空路によるＤＭＡＴ等の参集だけでなく、新東名高速道路等により、陸路参

集するＤＭＡＴ等医療チームの受入体制の整備が必要です。

（災害急性期（３日～１週間））

○日本赤十字社の救護班や、ＪＭＡＴ、ＤＰＡＴ等による支援が中心になりま

す。

○独立行政法人国立病院機構の医療班や、独立行政法人国立大学病院による支

援を受け入れます。

○ＤＭＡＴの活動は段階的に縮小する一方、他都道府県が編成した医療チーム

による支援が始まります。

○日赤救護班、ＪＭＡＴ等の支援を円滑に受け入れるためには、日赤県支部、

県医師会等の関係団体と、県災害対策本部において密接に連携する体制整備

を更に進めることが必要です。

○２次保健医療圏単位等で円滑に医療資源の需給調整等を行うコーディネー

ト体制を整備するため、災害医療コーディネーターを中心とした関係機関に

よるネットワーク体制の連携強化を推進していく必要があります。

（災害亜急性期（１週間～）以降）

○災害亜急性期以降は、他都道府県が編成した医療チームによる支援が中心に

なります。

○特定非営利活動法人日本災害医療支援機構（ＪＶＭＡＴ）や、特定非営利活

動法人アムダ（ＡＭＤＡ）等のＮＰＯ団体等の支援も受け入れます。

○災害急性期以降においても、各保健医療圏において、参集した医療チーム等

を円滑に受入れ、適切に配置調整するコーディネート体制の整備が必要で

す。

（オ）応援派遣

（ＤＭＡＴ）

国指針を反映し、「保健医
療」に「福祉」を追記
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○ＤＭＡＴは、大地震及び航空機・列車事故等の災害発生直後（概ね 48 時間

以内）に活動が開始できる機動性を持った、専門的な研修・訓練を受けた災

害派遣医療チームです。

○医療法の改正により、災害時の医療に加え、感染症発生・まん延時に都道府

県知事の求めに応じて派遣される人材を国が養成・登録する仕組みが法律に

位置づけられました。

○本県では、全ての災害拠点病院を静岡ＤＭＡＴ指定病院として指定してお

り、静岡ＤＭＡＴは、県庁又は保健所での本部活動、被災地域での活動（病

院支援、地域医療搬送、現場活動等）及び広域医療搬送活動（ＳＣＵ活動、

航空機内の医療活動等）に従事します。

○全ての災害拠点病院が、ＤＭＡＴを派遣できる体制を整備充実する必要があ

ります。

（ＤＰＡＴ）

○本県では、2021 年度現在 17 病院を静岡ＤＰＡＴ指定病院として指定してお

り、被災地域での活動（ＤＰＡＴ都道府県調整本部等での指揮調整、被災地

での精神科医療の提供、精神保健活動への専門的支援）に従事します。

（応援班）

○応援班は、静岡県医療救護計画に基づき、県内の公的病院等の医療スタッフ

により編成し、災害時に県の要請により、県内外に派遣されます。

○南海トラフ巨大地震等の県内における大規模災害発生時は、原則として、所

属病院内の救護活動に専念します。

（医療関係団体による医療チーム）

○医師会によるＪＭＡＴの派遣をはじめ、大学病院、日赤県支部、歯科医師会、

病院協会、薬剤師会、看護協会（災害支援ナース）等医療関係団体の協力の

下、医療チームの編成・派遣が実施されます。

（カ）医薬品等の確保・供給

○医療救護施設の備蓄消費後の医薬品等の調達については、医療救護施設（救

護所を除く）は日常取引のある医薬品卸業者等から、救護所は市町災害対策

本部から行う体制となっており、医薬品等が不足した場合に備えて、県は、

県医薬品卸業協会等関係団体と協定を締結し、確保、供給体制を整えるとと

もに、委嘱した災害薬事コーディネーターを県（本庁、方面本部）、市町（災

害対策本部等）、薬剤師会（県、地域）に配置し、供給要請等への対応体制を

とっています。

○輸血用血液が不足した場合に備えて、血液センター事業所ごとの血液保有状

況の把握、調整など、確保、供給体制をとっています。

○人工透析を行うための、大量の水の確保と、専用の薬品等の確保など、医療

的配慮が必要な県民への対応が必要です。

（キ）災害時の健康管理

○災害が沈静化した後も、救護所等での住民等に対する健康管理を中心とした

医療が必要となるため、医師会や歯科医師会、ＤＰＡＴ等を中心とした医療

チームが活動を行います。

○医療チームは、避難所等の被災者に対する保健師等の健康支援活動と連携

国指針を反映し、医療法へ
の位置付けを記載

国指針を反映、ＤＭＡＴの
本部活動を追記

「看護協会」に具体的な派
遣チームである「災害支援
ナース」に追記
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し、必要に応じ、感染症のまん延防止、衛生指導、口腔ケア、メンタルヘル

スケアを適切に行うことが必要です。

○生活の変化による被災者の持病の悪化や体調不良の増加、エコノミークラス

症候群、生活不活発病、ＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）15の発生を未

然に防止するため、広範囲にわたる多数の被災者に対して専門的なケアを行

う予防対策を実施します。

（ク）原子力災害への対応

○福島第一原子力発電所の事故による原子力災害を踏まえ、資機材の整備等の

防災対策の充実や原子力災害拠点病院の指定等を行い、原子力災害医療体制

を確保しています。

○安定ヨウ素剤について、国の原子力災害対策指針に基づき、ＰＡＺ圏内の住

民に対し、事前配布を実施しています。また、ＵＰＺ圏内の住民等の分を配

備（備蓄）しています。

（ケ）その他

○医療機関では、「南海トラフ地震に関連する情報（臨時）」に基づき、救急業

務を除き、外来診療を制限又は中止し、入院患者等の安全措置や発災後の医

療救護体制の準備を行うこととしています。

○災害発生時における医療救護活動がどのように行われるか、県民への周知、

啓発を更に充実させる必要があるほか、医療従事者に対するトリアージ等、

災害医療知識の普及を一層進めていくことも重要です。

○風水害についても医療機関や医師会、薬剤師会、消防等の関係機関との連携

の強化、医薬品の備蓄や防災訓練、住民への啓発、普及に努める必要があり

ます。

○東日本大震災において、慢性疾患患者等への診療に大きな効果を発揮した、

お薬手帳の普及に努めることが必要です。

○令和４年度大規模地震時医療活動訓練において、厚生労働省と連携した医療

用コンテナの実証実験や災害時小児周産期リエゾンとの連携確認を行うな

ど、関係団体の協力のもと、実効性のある医療救護訓練の実施が必要です。

国指針を反映し、医療用コ
ンテナの活用や、関係団体
との連携の必要性を記載
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（２）今後の対策

ア 数値目標

イ 施策の方向性

○「防ぎ得る災害死」を１人でも減らすため、様々な災害に備え、地域の災害

医療に関する関係者の協力のもと、災害時医療救護体制の整備、充実を図り

ます。

○市町が作成する要配慮者の個別避難計画の策定を促進するとともに、精神疾

患を有する患者、障害者、小児、妊婦、透析患者などの関係団体との連携を

強化し、災害時の体制構築について平時より検討を進めます。

○災害の超急性期を脱した後も、福祉関係など各種関係団体等と連携し、住民

の健康が確保される体制を整備します。

○今後増加が見込まれる局地災害に対しては、保健所を中心に、被災市町や医

師会等の地元関係者と連携した活動が必要であるため、２次保健医療圏単位

等の災害医療関係者のネットワークの構築を図ります。

（ア）医療救護施設

○病院の機能や地域における役割に応じた医療提供体制を整備するため、地域

の実情に応じて、災害拠点病院や救護病院の指定を積極的に推進します。

時点更新

国指針を反映し、「関係者
の協力」を追記

国指針を反映し、「要配慮
者への体制構築」を記載

国指針を反映し、「役割に
応じた医療提供体制」を追
記

項目 現状値 目標値 目標値の考え方 出典

業務継続計画を策
定している災害拠
点病院及び救護病
院の割合
（対象：87 施設）

56 病院
（65.9％）

（2023 年３月）

100％
（2029 年）

被災後、早急
に診療機能を
回復できるよ
う、業務継続
計画を整備 業 務 継 続 計 画

（ＢＣＰ）の策定
及 び 研 修 等 の
実施に関する調
査

業務継続計画に基
づき、被災した状況
を想定した研修及
び訓練を実施して
いる災害拠点病院
及び救護病院の割
合（対象：87 施設）

研
修

研修 35 病院
(41.2%)

(2023 年 3 月)

100％
（2029 年）

整備された業
務継続計画に
基づき、被災
した状況を想
定した研修及
び訓練を実施

訓
練

訓練 35 病院
(41.2%)

(2023 年 3 月)

100％
（2029 年）

２次保健医療圏単
位等で災害医療コ
ーディネート機能の
確認を行う訓練実
施回数

年１回
（2021 年度）

年２回以上
（毎年度）

全 県 一 斉 訓
練のほか、各
２次保健医療
圏単位での訓
練 実 施 回 数
の合計値

地 域 災 害 医 療
対 策 会 議 開 催
状況等調査

静岡ＤＭＡＴ関連研
修の実施回数

年３回
（2022 年度）

年３回
（毎年度）

静 岡 Ｄ Ｍ Ａ Ｔ
隊 員 の 養 成
及び技能維持
向上を図る

「静岡ＤＭＡＴ－
Ｌ 隊 員 養 成 研
修」、「静岡ＤＭ
ＡＴロジスティク
ス研修」、「静岡
Ｄ Ｍ ＡＴ 看護 師
研修」の実施回
数

静岡ＤＰＡＴ研修の
実施回数

第１回
（2022 年度）

年１回
（毎年度）

静岡ＤＰＡＴ隊
員の養成及び
技 能 維 持 向
上を図る

「静岡ＤＰＡＴ研
修」の実施回数
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○施設の耐震化やライフラインの確保など、救護病院等における施設・設備面

での整備を引き続き推進します。

○浸水想定区域又は津波災害警戒区域に所在する医療施設については、風水害

が生じた際の被災を軽減するため、止水板等の設置による止水対策や自家発

電機等の高所移設、排水ポンプ設置等による浸水対策を促進します。

○ＤＭＡＴを派遣できる体制を整備充実するため、県内を中心に活動する静岡

ＤＭＡＴ－Ｌ隊員（Ｌは Limited の略）を養成し、局地災害対応の強化を図

っていきます。

○市町が救護所を迅速に設置し、適切に医療救護活動を実施するため、県は、

市町と医師会、歯科医師会、薬剤師会の協定締結を働きかける等、救護所で

活動する医療従事者等の人材確保や、医薬品等の確保を推進します。

○県は、平常時から、業務継続計画（ＢＣＰ）策定研修等を通じて、病院にお

ける実効性の高い業務継続計画（ＢＣＰ）の整備を働きかけるとともに、市

町医療救護体制の整備指導や防災訓練等を通じ、院内の体制整備及び関係機

関との連携体制の強化を図ります。また、医療救護活動が円滑に行われるよ

うに、必要に応じた医療救護計画の見直しを行います。

○県は、災害拠点病院等にＮＢＣ災害に対応するための知識の普及などを進め

ていきます。

○災害精神医療においては、災害拠点精神科病院を中心として、地域医療連携

体制を構築します。

（イ）災害時の情報把握

○「広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）」や「ふじのくに防災情報共

有システム（ＦＵＪＩＳＡＮ）」などの防災情報システムによる、医療救護施

設と行政間の迅速な情報伝達や情報共有、医療救護に係る支援要請等に対す

る連絡・処理体制を、通信手段の確保とともに充実させます。

○「広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）」等は、各機関で複数の入力

担当者を確保するとともに、訓練での使用や必要に応じた研修などの実施に

より習熟を図り、実効性を高めていきます。

○また、ＭＣＡ無線や日赤無線、アマチュア無線等、他の通信手段についても

積極的な活用を図ります。

（ウ）広域医療搬送

○関係機関が連携して広域医療搬送訓練を実施し、搬送体制の検証と習熟に努

めていきます。

○広域医療搬送に使用するヘリポートの確保を進めます。

○全国から参集したドクターヘリの運航管理体制を整備し、県やＳＣＵへの専

門人材配置に取り組みます。

○ＳＣＵへの地域医療搬送を円滑に実施するため、消防との連携体制確保を図

ります。

（エ）広域受援

○県外から参集するＤＭＡＴ及びＤＰＡＴを円滑に受入れ、活動を調整するた

め、県ＤＭＡＴ調整本部及びＤＰＡＴ調整本部の機能強化を進めます。

○平時から保健医療圏単位等で保健所・市町の行政担当者と地域の医師会や歯

国指針に対応し、浸水対策
を促進を記載

国指針に対応し、具体的な
取組名称を追記
国指針に対応し、「実効性
の高い」を追記
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科医師会、災害拠点病院等の医療関係者等によるネットワークを構築しま

す。また、災害時に保健医療福祉調整本部を設置し、医療救護施設等の保健

医療福祉ニーズを把握・分析した上で保健医療活動チームを配置調整する体

制を整備します。

○ＤＭＡＴ連絡協議会及びＤＰＡＴ連絡協議会における協議を踏まえ、各方面

本部へのＤＭＡＴ等の受入れを推進します。

○ＤＭＡＴの陸路による進出拠点を東西（東名足柄ＳＡ、新東名浜松ＳＡを想

定）に設置し、高速道路インターチェンジから災害拠点病院への緊急輸送ル

ートを迅速に確保することで、ＤＭＡＴの陸路受入体制を整備します。

○災害時における医療の確保を図るため、新たに妊婦や乳幼児にかかる医療機

関との調整を行う災害時小児周産期リエゾンを養成し、小児・周産期医療に

特化した調整役として災害医療コーディネーターをサポートする体制を整

備します。また、研修・訓練の実施や連絡会議の開催により、救護活動をに

なうＤＭＡＴやＪＭＡＴ、生活不活発病の予防を担うＪＲＡＴ、精神科医療

を提供するＤＰＡＴ等の医療チーム、ＤＷＡＴ等の福祉チーム、医療資源需

給調整を行う災害医療コーディネーター、医薬品等や薬剤師の確保・調整を

行う災害薬事コーディネーター等の関係機関との連携体制の強化を推進し

ます。

（オ）応援派遣

○県外大規模災害発生時の本県医療チームの支援調整を円滑に実施するため、

ＤＭＡＴ連絡協議会等を中心に、平時から関係団体との連携体制づくりに取

り組みます。

○消防等の関係機関と連携した訓練や研修の実施により、ＤＭＡＴ等の資質の

向上に努めます。

○急性期以降、状況に応じてＤＭＡＴ等の医療チームから、現地調整本部の指

揮下で活動を行うチームにスムーズに移行できるよう、訓練等を通じ、医療

や福祉関係団体との連携体制の強化を推進します。

（カ）医薬品等の確保・供給

○災害薬事コーディネーターによる地域の医療ニーズを踏まえた医薬品等の

確保・供給や薬剤師の配置体制及び市町、医薬品卸業者等との連携等の強化

を進めます。

○医薬品卸業者等による医薬品等の供給体制の強化を図ります。

○災害時の人工透析を円滑に行えるよう、平時から水及び専用の薬品等を確保

するなど、医療的配慮が必要な県民を支援する体制整備に向けた検討を、保

健所、市町、医療機関等で進めます。

（キ）災害時の健康管理

○被災者に対する感染症のまん延防止、衛生指導、口腔ケア、メンタルヘルス

ケアを適切に行うため、ＪＭＡＴや歯科医師（ＪＤＡＴなど）、保健師、看護

師（災害支援ナース）等の連携体制整備により、災害時の健康管理体制を強

化します。

○自主防災組織、民生・児童委員、市町職員等の被災者に接する多くの協力者

との協働により、支援体制を充実します。

国指針を反映し、「保健医
療」に「福祉」を追記

国指針や審議会等からの
意見に対応し、具体的な派
遣チーム追記
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○慢性疾患患者等に対し、適切な薬歴管理に基づく診療を行うため、お薬手帳

の普及を推進します。

（ク）原子力災害への対応

○国の原子力災害対策指針に基づき、医療機関や災害拠点病院、医師会等の関

係機関と連携しながら、原子力災害医療に必要な資機材・設備の整備や、医

療関係者に対する研修・訓練の実施等、原子力災害医療体制の整備を進めま

す。

○関係市、医師会及び薬剤師会等の関係機関と連携しながら、ＰＡＺ圏内の住

民への安定ヨウ素剤の事前配布を継続的に実施します。

（ケ）その他

○医師、看護師等医療従事者へのトリアージ等（広域搬送トリアージを含む。）

災害医療知識の普及を図るため、関係団体との協力の下に災害医療技術の研

修を実施します。

○地域住民を対象に、災害時における医療救護体制、応急手当等の知識の普及

を図るとともに、救急医薬品の準備についての啓発を進めます。

○医療コンテナの活用など、災害時の医療提供体制を維持するための取組につ

いて、国等の動向を注視し、導入に向けた検討を進めます。

国指針を反映し、医療用コ
ンテナの活用等に係る記
載を記載

（３）「災害時における医療体制」に求められる医療機能

　

医　療　救　護

医薬品等供給 健康管理医療救護施設

広域医療搬送 広域受援 応援派遣

【救護所】 【救護病院】 【災害拠点病院】
【災害拠点精神

科病院】

ポ
イ
ン
ト

○軽症患者
の受入れ

○中等症・重
症患者の受
入れ

○重症患者
の災害拠点

病院への搬
送及び広域
医療搬送へ

の対応
○業務継続

計画等に基
づく診療機能
の早期回復

○重症患者の受
入れ
○ＤＭＡＴ等医療チ

ーム受入れ
○広域医療搬送

への対応
○ＤＭＡＴ派遣

○業務継続計画に
基づく診療機能の
早期回復

○精神疾患患者
の受入れ
○広域搬送のた

めの一時的避難
所

○ＤPＡＴ受入れ
○ＤPＡＴ派遣

○業務継続計画
に基づく診療機
能の早期回復

○県内で対応で
きない重症患者
の航空機による

広域医療搬送
○ＳＣＵへの重

症患者受入れ、
安定化措置、広
域医療搬送　

○ＳＣＵ、災害拠
点病院等へのＤ
ＭＡＴ受入れ

○救護所、避難
所等への日赤、

ＪＭＡＴ、各都道
府県等医療チー
ム等の受入れ　

○県内局地災害発
生時のＤＭＡＴ、
DPAT派遣

○県外大規模災害
発生時のＤＭＡＴ、

DPAT等医療チー
ムの派遣

○不足した医
薬品等の供給

○感染症の
まん延防止、
衛生指導、

口腔ケア、メ
ンタルヘルス

ケアを適切
に実施　

機
能
の
説
明

・災害発生時
、または警戒
宣言時に開

設
・軽症患者に

対する処置、
必要に応じ
中等症患者

及び重症患
者の応急処

置
・救護病院や
災害拠点病

院との連携　

・中等症、重
症患者の処
置及び受入

れ
・救護所や災

害拠点病院
との連携
・広域医療搬

送への対応

・業務継続計

画等に基づ
き、被災後、

早期に診療
機能を回復　

・他の医療救護施
設で処置の困難な
重症患者の広域

的な受入れ
・ＤＭＡＴ等の受入

れ及び派遣
・救護所や救護病
院との連携

・広域医療搬送へ
の対応

・業務継続計画に
基づき、被災後、

早期に診療機能を
回復

・被災した精神科
病院等の精神疾
患を有する患者

の受入れ
・広域搬送のた

めの一時的避難
所
・ＤPＡＴの受入れ

及び派遣

・業務継続計画

に基づき、被災
後、早期に診療
機能を回復

・ＳＣＵで活動す
るＤＭＡＴの受入
れ

・ドクターヘリ等
による災害拠点

病院等からの重
症患者受入れ
・ＳＣＵでの安定

化措置後、自衛
隊機等により重

症患者を広域医
療搬送

・他都道府県や
全国組織への支
援要請に基づく

医療チーム等の
派遣受入れ

・災害医療コーデ
ィネーターによる
医療圏単位の医

療資源需給調整
（保健所長業務

の補完）
・災害薬事コーデ
ィネーターによる

救護所等への薬
剤師の応援の調

整　

【ＤＭＡＴ／DPAT　　
　指定病院】
被災地に迅速に駆

けつけ、救急治療
や精神科医療を行

うための専門的な
訓練を受けた医療
チーム（ＤＭＡＴ／

DPAT ）を保有する
病院　

【応援班設置病院】
県外大規模災害発
生時に医療救護チ

ームを編成するた
めの応援班を設置

する病院

・災害拠点病
院等の備蓄が

消費された後
の医薬品等の
供給

・災害薬事
コーディネー

ターによる調
整

・市町及び関

係団体との連
携

・感染症のま
ん延防止、
衛生指導、

口腔ケア、メ
ンタルヘルス

ケアを実施
・携行式の応
急用医療資

器材、応急
用医薬品の

準備
・医療チーム
や薬剤師等

との連携
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（４）災害時の医療体制図

（５）関連図表

○指標による現状把握

「現状を把握すべき指標」
の追加及び時点更新

指 標 実 績

指標の項目 時点・期間 静岡県 出典元

災害拠点病院指定数 2023.4 23 施設
災害拠点病
院現況調査

救護病院指定数
（災害拠点病院との重複含む）

2023.4 83 施設
市町医療救
護体制に関
する調査

病院機能を維持するために必要な全ての
建物が耐震化された災害拠点病院の割合

2023.4
23/23 施設
（100%）

災害拠点病
院現況調査

通常時の６割程度の発電容量のある自家
発電機等を保有し、３日分程度の燃料を
確保済の災害拠点病院の割合

2023.4
19/23 施設
（82.6%）

厚生労働省
「災害拠点
病院の現況
調査」

衛星電話を設置している災害拠点病院及
び救護病院の割合

2023.4
68/85 施設
（80.0%）

市町医療救
護体制調査

病院の敷地内で患者が利用する全ての建
物が耐震化された救護病院の割合

2023.4
79/83 施設
（91.8%）

病院の耐震
改修状況調

査

ＥＭＩＳに登録された医療機関数
（病院及び有床診療所）

2023.9 313 施設 県登録

災害拠点病院のＥＭＩＳ入力訓練参加率 2023.8
23/23 施設
（100%）

県実施

多様な機関が参加する医療救護訓練の実
施回数

2024 2 回 県実施

災害医療コーディネーター任命者数 2023.9 53 人 県委嘱

静岡ＤＭＡＴ隊員登録者数 2023.4 321 人 県実施

ＤＰＡＴ登録者数 2023.4 118 人 県実施

航空搬送拠点

（東部・中部・西部）

県外
（被災地外）

災害拠点病院等

救護所

救護病院

災害拠点病院

（新）東名高速道路

救護所 救護所

救護病院

新東名
浜松ＳＡ

東名

足柄ＳＡ

　
　
　

重
症
　

　
←
　
　
　

中
等
症

　
←
　
軽
症

広域受 援

広
域
受
援

広
域
受
援

応援派 遣

応援派 遣

県の役割

市町の役割

地域住民の役割

応援班

応援班

被災現場

（患者搬送）

(ＤＭＡＴ等派遣）

健康管理

感染 症 のまん 延防 止 、

衛生 面 のケア 、 口腔 ケア 、

メン タル ヘル スケアを 適切 に実 施

避難 所 、在 宅要 援 護者 等

医療救護

医療 機 関名 は

ﾎｰﾑペ ージ参 照

災害拠点精神科病院

災害 発 生時 には 、県 庁 （ＤＰＡＴ 調整

本部 ）との 連 携の もと、 精神 科 医療

の必 要 な患者 の 受入 れ 、治 療及 び

搬出 調 整を 行 う
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○静岡県第４次地震被害想定（2013 年６月公表）

※死者及び傷病者数は最大被害想定

※「静岡県地震・津波対策アクションプログラム 2013」の推進等により、2022

年度末の試算では、約８割の減災効果を達成（死者数：約 105,000 人 → 約

22,000 人）

「４次地震被害想定」策定
後の減災効果を記載

○圏域別医療救護施設指定状況等（2023 年４月時点）

時点更新

災害時小児周産期リエゾン任命者数 2023.9 33 人
周産期医療・小
児医療に再掲

原子力災害拠点病院指定数 2023.4 ２施設 県指定

原子力災害医療協力機関登録数 2023.4 ８施設 県登録

原子力災害を想定した訓練の実施回数 2023 １回 県実施

区分 内容
死者及び傷病者数

（被災想定策定時）

レベル

１

東海地震のように、発生頻度が比較

的高く、発生すれば大きな被害をも

たらす地震・津波

・死 者 数 約 16,000 人

・重傷者数 約 20,000 人

・軽症者数 約 51,000 人

＜予知なし・冬・深夜ケース＞

レベル

２

南海トラフ巨大地震のように、発生

頻度は極めて低いが、発生すれば甚

大な被害をもたらす、最大クラスの

地震・津波

・死 者 数 約 105,000 人

・重傷者数 約 24,000 人

・軽症者数 約 50,000 人

＜陸側（予知なし・冬・深夜）ケース＞

２次保健

医療圏

救護所

(市町指定)

救護病院

(市町指定)

災害拠点病院

(県指定)

災害拠点

精神科病院

(県指定)

航空

搬送拠点

医療救護チーム

ＤＭＡＴ ＤＰＡＴ

賀茂 13 5 0 0

愛鷹
広域公園

0 0

熱海伊東 15 3 2 0 2 0

駿東田方 64 24 4 1 9 3

富士 25 11 2 0 5 1

静岡 61 10 5 1
静岡空港

15 5

志太榛原 31 7 3 0 6 0

中東遠 30 6 2 0 航空自衛隊
浜松基地

4 3

西部 76 17 5 2 15 5

全県 315 83 23 4 3 56 17
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○広域医療搬送体制図

航空搬送拠点（東部・中部・西部）

県外（被災地外）基地・空港　⇒　災害拠点病院

自衛隊機（固定翼機・大型ヘリコプター）等

（患者搬送）

(ＤＭＡＴ派遣）

救護所 災害拠点病院

車両

新東名

浜松ＳＡ

東名

足柄ＳＡ（新）東名高速道路

車両

患者県内搬送用ヘリコプター

（ドクターヘリ・自衛隊・消防ヘリ等）

救護病院

○広域受援体制図

厚生労働省

DM AT 事務局

連
携

静岡県災害対策本部

DMAT調整本部

災害拠点
病院

航空搬送
拠点

保健所
（方面本部健康福祉班）

DMAT調整本部

日赤県支部

徐々に

機能縮小

県医師会等

浜松医大

静岡県災害対策本部 静岡県災害対策本部

済生会等

全国組織

二次医 療圏単 位

災害拠点
病院

市町 薬剤
師会

郡市
医師会

救護
病院

市町郡市
医師会

市町

救護所

救護所

連
携

連
携

連
携

連
携

連
携

連
携

連
携

各都道 府県（ＤＭＡＴ）、日 本赤十 字社、日
本医師 会、国 立病院 機構、日本 病院会 、全

日本病 院協会 、日本 歯科医 師会、日本 薬
剤師会 、日本 看護協 会等要請

要
請

調
整

救護所

各都道 府県、日本赤 十字社 、日 本医師 会、

国立病 院機構 、日本 病院会 、全 日本病 院
協会、日本歯 科医師 会、日本薬 剤師会 、日
本看護 協会等

調
整

ＤＭＡＴ等

【 主要な医療支援チーム 】

ＤＭＡＴ、日赤救護班、ＪＭＡＴ等 各都道府県医療救護チーム

日赤県支部

徐々に
体制縮小

連携

地域
医療機関

連
携

連
携

日赤県支部

県医師会等

浜松医大

済生会等

全国組織

看護
協会

歯科
医師会

薬剤
師会

看護
協会

歯科
医師会

連
携

連
携

連
携

県医師会等

保健所

（方面本部健康福祉班）

連
携

救護病院

フェーズⅠ

【 超急性期 （～48時間） 】

フェーズⅡ
【 急性期  （３日～１週間）  】

フェーズⅢ
【 亜急性期以降～中長期 】

平時の「地域災害医療対策会議」で構築したネットワーク

災害医療

コーディネーター

連
携

連携

指令部 指令部 指令部

方面本部
指令班

方面本部
指令班

方面本部
指令班

消防
本部

災害薬事
コーディネーター

災害時

小児周産期
リエゾン

連
携

DHEAT

連
携

ＤＨＥＡＴ

県医療救護班

保健医療調整本部
（健康福祉部）

連携

県医療救護班

連携

県医療救護班

保健医療調整本部
（健康福祉部）

連
携

ＤＨＥＡＴ ＤＨＥＡＴ

DHEAT

連
携

保健医療調整本部
（健康福祉部）
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○災害時における災害医療コーディネーターの役割

１　平時における 役割

　　・二次医療圏単位等で設置する地域災害医療対策会議の　

　　   統括として、災害医療関係者のネットワークを構築

２　参集

　　・発災後、４８時間以内を目安に、保健所等活動場所に参集
       （業務調整員の同行を推奨）

３　状況把握（サーベイ ランス）

　　・保健所、市町が入手済みの医療救護施設活動情報や道路
      被害状況を把握

　　・県外医療チーム配置情報を県医療救護班から入手
　　・災害薬事コーディネーターからの情報入手

４　状況分析（アセスメント）

　　・未入手情報の整理、必要に応じ行政以外からの情報入手

　　・支援の必要な地域、優先順位の分析

５　医療資源需給調整（コーディネー ト）

　　・地域内の医療機関の状況を把握、分析し、医療チームの

      配置調整、集約化や支援を実施
　　・必要に応じ、県医療救護班に対し医療チームの派遣要請　　

　　　（災害拠点病院は原則として県が直接派遣調整）
　　・参集した医療チームへの活動指示、情報共有

　　・災害薬事コーディネーターと連携し医薬品等の供給を確保
　　・小児等の支援にかかる災害時小児周産期リエゾンとの連携

　　・健康危機管理の調整にかかるＤＨＥＡＴとの連携

要請　　　回答

静 岡 県 災 害 対 策 本 部 フェーズⅡ【災害急性期 （３日～１週間）  】中心に活動

方　面　本　部

提言・要請

実施指示

活動場所：原則として保健所（困難な場合は所属病院等）

災害医療コーディネーターの活動概要

土木班

（道路）

指令班

健康福祉班

［保健所長］
（実施責任者）

物資班

指令部 日赤

医師会

◎平時に構築したネットワークを活用し、災害時（3日～1週間）の医療資源需給調整に関する保健所長業務を補完

報告・要請
地域の状況把握

病院間の配置調整等

平時 の地域 災 害医 療 対策 会 議で構 築 したネットワー ク

医薬品等の

供給確保

県と直接連 携

災害薬事

ｺー ﾃ ｨ゙ﾈ ﾀーｰ

二次医療圏単位

災害拠点
病院

医 師 会

医療関
係団体

市　町

救護所

救護病院

日赤・ＪＭＡＴ等

災害医療

コーディネーター
（災害拠点病院、医師会の医師等）

災害時、保健所とｺｰﾃ ｨ゙ﾈｰﾀｰは
一体的に本部活動

保健医療

活動チーム

消防本部

保健医療

活動チーム

小児等の
支援調整

DHEAT

DHEAT

医療救護班

保健医療調整本部

（健康福祉部）

災害時

小児周産期
リエゾン

日赤・ＪＭＡＴ等
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ロジックモデル（災害時における医療） 資料３－５

<個別施策＞ <中間アウトカム＞ <分野アウトカム＞

１：医療救護施設の充実

現状
データ

災害拠点病院指定数

１：「防ぎ得る災害死」を１人で
も減らすための災害時医療救
護体制の整備、充実

数値
目標 －

数値
目標

業務継続計画に基づき、被災した
状況を想定した研修及び訓練を実
施している災害拠点病院及び救
護病院の割合

現状
データ

病院機能を維持するために必要な
全ての建物が耐震化された災害
拠点病院の割合

数値
目標

２次保健医療圏単位等で災害医療
コーディネート機能の確認を行う訓
練実施回数

数値
目標

静岡ＤＭＡＴ関連研修の実施回数

２：災害時の情報把握の強化

現状
データ

ＥＭＩＳに登録された医療機関数

４：原子力災害対応の整備

現状
データ

原子力災害拠点病院指定数

現状
データ

原子力災害医療協力機関登録
数

現状
データ

病院の敷地内で患者が利用する
全ての建物が耐震化された救護
病院の割合

現状
データ

通常時の６割程度の発電容量の
ある自家発電機等を保有し、３日
分程度の燃料を確保済の災害拠
点病院の割合

現状
データ

衛星電話を設置している災害拠点
病院及び救護病院の割合

３：原子力災害対応の整備

現状
データ

原子力災害を想定した訓練の実施
回数

現状
データ

救護病院指定数

数値
目標

静岡ＤＰＡＴ研修の実施回数

現状
データ

多様な機関が参加する医療救護
訓練の実施回数

３：広域医療搬送や広域受援、
医薬品等の確保供給体制等の

現状
データ

災害医療コーディネーター任命者
数

現状
データ

ＤＭＡＴ資格取得者数

現状
データ

ＤＰＡＴ資格取得者数

現状
データ

災害時小児周産期リエゾン任命
者数

現状
データ

災害拠点病院のＥＭＩＳ入力訓練
参加率

※災害医療は、国指針でアウト
カム指標が示されていないため、
数値目標を設定しない

２：災害時に医療救護活動を行
う人材の育成、コーディネート体
制の整備

１：災害時において必要な医療
が確保される体制の整備 

数値
目標

 業務継続計画を策定している災
害拠点病院及び救護病院の割合
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